
ペン食器仕様書 

 

１ 品名・品番 

（１）ボール（汁椀） ＰＮＢ－３０Ｅ ＣＬＯ １３６×５７㎜ 

（２）うどん丼    ＰＮＢ－３９Ｅ ＣＬＯ １６４×６４㎜ 

（３）角仕切皿    ＰＮＳ－２３Ｅ ＣＬＯ ２１０×１７０×２８㎜ 

２ メーカー     三信化工㈱ 

３ 数量 

発注者が指定する数量を、調理場内の保管庫分と倉庫とへ分けて納品対応でき

るよう段取りすること。 

（１）ボール（汁椀） ２０，０００枚 

（２）うどん丼    １０，０００枚 

（３）角仕切皿    １０，０００枚 

４ 仕様 

（１）国内で、給食用食器として市販されている食器であること。 

（２）材質は、内側がＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）樹脂とし、外側はＰＥ

Ｎ樹脂にＰＥＳ（ポリエーテルサルフォン）樹脂が配合されていることとする。 

なお、比重は１．０以上であること。 

（３）製品は内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）や発ガン性物質を含まず、酸化

防止剤等の酸化剤を使用しない材質で成型した物であること。 

（４）製品は、食品衛生法の規格基準の厚生労働省告知第３７０号に適合し、ポリ

オレフィン等衛生協議会の自主基準を満たし、ＰＬマークの刻印表示がされて

いること。 

（５）製品の内側は、金型エッジングによるシボ加工仕様とし、図柄等が２層構造

の間にパット印刷で入っていること。現在使用中の絵柄と同じものとする。 

（６）現在使用中のものと整合性を保つため同規格寸法であることとし、現行品番

において、メーカーが現在使用中のものと仕様変更した場合においても、仕様

については上記のとおりとする。 

５ 納入場所    安城市南部学校給食共同調理場 

６ 納入期限    平成２７年８月１９日（水） 

７ 一般事項 



（１）納品にあたり、サイズ等に誤りがあり品質・規格に問題が生じた場合は、発

注者の指示により受注者の負担において対応すること。 

（２）製品は、食器自動供給及び整理装置並びに食器篭との整合を保つこと。 

（３）納品に伴い不要となる梱包材等の撤去・処分は受注者が責任を持って行い、

関係法規に基づき適切な処分を行うこと。 

（４）納品に伴い不要となる使用済みの食器は、７月２１日（火）の指定する時間

に引取りに来ること。その引き取った食器は、受注者の負担により関係法規に

基づき適切な処理をすること。（推奨：リユース） 

（５）上記の処理に伴い、不要となる食器を一時保管する廃棄物コンテナ等を受注

者の負担により必要に応じて用意すること。 

（６）製品の納品日程・時間については、事前に発注者と調整すること。 

（７）製品の欠陥等に起因する問題が生じたときは、速やかに対処するとともに納

品から一年間の保証責任を負うものとし、製品を交換すること。 

（８）納品及び確認検査等により施設・設備等の破損、汚損、その他問題が生じた

場合は、発注者と協議し速やかに現状復旧等対応すること。 

（９）納品に際し受注者が調理場内に立ち入る場合は、検便検査（赤痢菌・サルモ

ネラ菌・病原性大腸菌Ｏ－１５７）を実施し、調理場係員にその結果証明書を

提示し確認を受け業務を行うこと。(証明の有効期限は、概ね 1 か月間) 

（１０）その他、疑義が生じた時は発注者と協議すること。 

（１１）入札書に記載する金額は、消費税を除いた金額を記載すること。 

 

 

 

問い合わせ先 安城市教育振興部 

総務課給食係（北部調理場内） 

電 話 ０５６６－７６－４７００ 

ＦＡＸ ０５６６－７７－１８５０ 


